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災害対策本部体制 救助・救急活動 医療救護活動 避難者支援
道路・航路啓開、
ライフライン確保

避難所機能の確保

フェーズ１
 （発災～6時間）

南海トラフ地震をはじめとする大規模地震　初動対応タイムライン

②上空からの情報収集

・速やかに県防災ヘリ（１機）、県警ヘリ

（２機）により、甚大な被害が想定される

地域（津波被害が想定される県南部、

海抜ゼロメートル地帯、コンビナート等）

の情報を収集

・夜間に発災した場合は、赤外線カメラを

搭載している自衛隊ヘリ、海上保安庁ヘリ

に上空偵察を要請

・応援ヘリ受入れの拠点として、三重交通Ｇ

スポーツの杜鈴鹿にヘリベースを設置

・自衛隊、海上保安庁、中部地方整備局に

対して、ヘリ、固定翼機、ドローンの映像

の提供を依頼

①国、救助機関への応援要請

・あらかじめ定めた防災対策部職員が各救助

機関と情報共有や調整を行ったうえで、

知事等から応援を要請

自衛隊：防災対策部専門監（自衛隊OB）

海上保安庁：防災対策部災害即応・連携課

主幹（海保OB）

警察：防災対策部災害即応・連携課

主査（県警から派遣）

消防庁：防災対策部消防・保安課長

①緊急点検の実施

・緊急輸送道路および道路注意箇所を中心に、

道路パトロールを実施

ただし、津波浸水区域は、大津波警報解除

後に、避難場所の確保を行ったうえで、

道路パトロールを実施

・交通の障害となるような事態を発見した

場合は、危険を防止するための簡単な

障害物の除去など応急措置を実施

・港や航路は、大津波警報発令中のため、

ヘリや目視による情報、観測情報を収集

②啓開作業体制の確保

・協定団体、中部地方整備局、市町と連携し

道路・航路啓開に係る作業体制を確保③参集職員からの情報収集

・非常参集した職員から、各所属長を通じて

参集経路上の被害情報を収集

①災害拠点病院等の情報収集

・広域災害救急医療情報システム

（ＥＭＩＳ）などにより、災害拠点病院や

津波被害が想定される医療機関などの情報

を最優先に収集

【収集項目】

・施設被害の有無

・ライフライン、医薬品等の状況

・医療機能の確保状況

・実働病床数、現在の患者数

・今後転送が必要な患者数

・職員数

・三重ＤＭＡＴ等の待機状況

③災害医療コーディネーター、

統括ＤＭＡＴの本部派遣要請

・登録されている災害医療コーディネーター

および統括ＤＭＡＴの安否確認を行い、

県災害対策本部への派遣を要請

④ＤＭＡＴ派遣要請

・ＤＭＡＴ調整本部の立ち上げ

・統括ＤＭＡＴの助言を得て、ＤＭＡＴ指定

病院に対して、三重ＤＭＡＴの派遣を要請

・統括ＤＭＡＴの助言を得て、非被災都道府

県または厚生労働省に対して、日本ＤＭＡ

Ｔの派遣を要請

③重要施設の情報収集

・病院や市町庁舎、消防庁舎など重要施設に

係る情報を収集

【収集項目】

・施設の被害情報（使用継続の有無）

・非常用発電機の稼働状況

・自家用備蓄燃料の残量

④ライフラインに関する情報収集

・県災害対策本部に派遣されるリエゾン等を

通じて、電力、ガス、通信に係る以下の

情報を収集

【収集項目】

・被害情報（支障発生地域、原因等）

・復旧方針、復旧見込み

・電源車や移動基地局車の配備可能数

③海上からの情報収集

・海上保安庁リエゾン（または各海上保安

部）および自衛隊リエゾンから、船舶に

より海上から把握した港や漁業集落、海路

の被害情報を収集

④通信手段の確認および確保

・各市町災害対策本部、救助機関との通信

状況の確認を実施

【確認順位】

１ ＮＴＴ回線

２ インターネット回線

（県防災情報プラットフォーム、

インターネットメール）

３ 防災行政無線（地上系）

４ 防災行政無線（衛星系）

５ 衛星携帯電話

・既存設備で通信できない施設に対して

可搬型衛星通信設備や衛星携帯電話を配置

⑤ガソリンスタンド（中核ＳＳ、住民拠点

ＳＳ）の情報収集

・県石油商業組合と連携し、車両への燃料

供給に関する情報を収集

・中核ＳＳの情報は、救助機関および市町へ

共有

・稼働している住民拠点ＳＳの情報は、

買いだめ・買い急ぎの自粛依頼とあわせて

県ホームページ等を通じて、県民へ周知

②ＳＣＵ候補地の情報収集

・ＳＣＵ候補地の被害情報、アクセスルート

等を確認

①津波避難タワーなど緊急避難場所に

おける避難者の情報収集

・津波避難タワーや津波避難ビルなど

緊急避難場所へ避難している避難者に

関する情報を収集

②避難者の移送に関する優先順位の検討

・津波避難タワー等の浸水程度、避難人数、

設備や備蓄の状況をふまえて、緊急避難

場所から避難所への移送に関する優先順

位を検討

①非常参集開始

・防災一斉メールを受信し、安否・参集

場所・参集時間を報告

②災害対策本部の立ち上げ

・緊急初動対策要員が速やかに参集し、

災害対策本部のオペレーションルーム、

知事が指揮を執るシチュエーション

ルームを設置

・防災対策部職員は、防災対策部内の災害

対策室において、通信状況の確認や市町、

関係機関の被災状況の把握など、初動

対応を開始

④各所属における被害状況、通信状況の確認

・各所属に参集した職員は、所属内の施設・

設備の状況や通信状況を確認

⑤被災市町長との情報交換

・迅速、的確に被災地支援を行うため、知事

が被災市町の市町長と直接連絡を取り、

被害状況や対応状況の確認や要請事項を

把握

⑥官邸への連絡

・官邸（非常災害対策本部、緊急災害対策

本部）と緊密に連携して災害対応を行う

ため、速やかに知事が官邸（内閣危機管理

監等）に連絡を取り、被害状況の報告や

応援を要請

⑦緊急派遣チームを通じた被害情報、

市町ニーズの収集

・震度５以上の市町に対して、あらかじめ

指定した名簿から、速やかに緊急派遣

チームを派遣

・緊急派遣チームは、総括部隊情報班に

対して、市町庁舎への経路上の被害情報や

市町に寄せられている被害情報、市町の

支援ニーズ等を報告

①避難所開設状況の把握

・緊急派遣チームや県防災情報システムを

通じて、各市町における避難所開設状況や

避難者の収容状況を収集

②県物資拠点の被災状況の把握

・地方部職員を県広域防災拠点へ派遣し、

拠点施設や設備、備蓄物資、アクセス

ルートの状況を把握

③市町物資拠点の被災状況の把握

・緊急派遣チームを通じて、各市町における

物資拠点の被災状況や立ち上げ予定を把握

④物資調達、物資輸送に関する協定締結団体

との連絡体制の確保

・物資調達、物資輸送に関する協定締結団体

との連絡体制を確認し、調達可能量等の

確認を依頼

⑤県物資拠点の立ち上げ

・地方部救援物資班を県広域防災拠点へ派遣

し、県物資拠点を立ち上げ

・協定に基づき、三重県トラック協会に

対して物流専門家の派遣を依頼
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災害対策本部体制 救助・救急活動 医療救護活動 避難者支援
道路・航路啓開、
ライフライン確保

避難所機能の確保

南海トラフ地震をはじめとする大規模地震　初動対応タイムライン

フェーズ１
 （発災～6時間）

フェーズ２
 （６～12時間）

⑤活動調整会議の開催および

救助・救急活動方針の決定

・初回の活動調整会議で以下の項目を共有し、

初動対応の段階における救助・救急活動

方針を決定

【参加機関】

県、消防調整本部、警察、自衛隊、

海上保安庁

（必要に応じてTEC-FORCE、気象台）

【共有項目】

・各救助機関の意思決定者、リエゾンの

氏名、連絡先

・各救助機関が把握している被害情報

（上空偵察の状況等）

・110番、119番の入電状況

・部隊の運用、他県からの応援状況

・安全管理対策への技術的助言

⑥救助活動拠点の確保

・総括部隊救助班が、「優先的に使用する

拠点」候補地の施設管理者に対して、施設

の被害情報や利用可否を確認

・「優先的に使用する拠点」が使用できない

地域での部隊展開が必要な場合は、

あらかじめ候補地として位置づけている

施設の中から、活動地域へのアクセスを

最優先として速やかに代替施設を確保

ただし、地元部隊から利用可能な施設に

関する情報提供がある場合は、当該施設を

優先

・リエゾンを通じて、利用可能な施設の情報

を各救助機関に提供し、実際の利用予定

箇所を確認

・拠点の利用予定は、総括部隊救助班がとり

まとめ、各救助機関リエゾンおよび市町へ

情報提供

⑦広域応援部隊への情報提供

・広域応援部隊（県外からの応援部隊）の

速やかな三重県進出のため、各救助機関

リエゾンを通じて、以下の情報を提供

【提供する情報】

・活動地域の被害情報

・進出拠点、救助活動拠点へのアクセス

ルート

・緊急車両が給油可能な中核ＳＳ

・活動地域や拠点のライフライン情報

⑥ＳＣＵの設置

・国緊急災害対策本部へ広域医療搬送を

要請

・ＤＭＡＴ調整本部等と連携し、ＳＣＵへ

派遣するＤＭＡＴを決定

・ＳＣＵを設置

⑤地域医療搬送開始

・ＥＭＩＳ等を利用して収集した各医療機関

の患者受入情報を参考に、救助された傷病

者や病院の被災により転院が必要な患者等

の受入れ調整や搬送を実施

・救急車やドクターヘリに加え、協定に

基づき民間企業に大型バス等による輸送を

要請し、緊急度に応じた搬送手段を確保・

調整

⑥道路啓開方針の決定、道路啓開作業開始

・中部版くしの歯作戦や県広域受援計画、

救助・救急活動、医療救護活動の状況を

ふまえて、道路啓開方針を決定

・県建設業協会等関係機関と連携し、啓開

作業を開始

⑦燃料の臨時供給や電源車の派遣に係る

計画策定および要請

・非常用発電機用の燃料の臨時供給や電源車

の派遣が必要な重要施設について、救助・

救急活動や医療救護活動の状況をふまえて、

優先順位を決定し、供給・派遣計画を策定

・県石油商業組合や国緊急災害対策本部へ

重要施設やヘリへの燃料の臨時供給を要請

・非常用発電機が被災し、電源が喪失した

重要施設で、機能維持が必要な施設に

対して電源車を優先的に配備

③避難者の移送計画策定

・市町と連携して、派遣可能な自衛隊車両

や市町保有バス、協定に基づく民間バス

など輸送手段を確保するととともに、

受入れ先となる避難所を調整し、緊急

避難場所からの避難者の移送計画を策定

⑦県備蓄医薬品、衛生材料等の分配

・災害医薬品備蓄センター等に保管している

医薬品、衛生材料等を災害拠点病院や

ＤＭＡＴ等に分配

⑧応急対策職員派遣制度における総務省

（またはブロック幹事県）への情報提供

・総務省に対して県内への総括派遣チーム

要請を打診

⑨災害対策本部本部員会議

・災害対策本部を開催し、被害状況や県の

対応状況を共有

⑪災害対策本部本部員会議

⑫報道機関を通じた県民への呼びかけ

⑬人的支援（自治体応援職員）ニーズの確認

・市町に対して、応急対策職員派遣制度に

よる報告を要請し、人的支援ニーズを確認

・把握したニーズを総務省へ報告

⑩報道機関を通じた県民への呼びかけ

・被災地の住民に被害状況や支援情報を適切

に伝えるとともに、被災地外からの支援を

効果的に受けられるよう、知事が自ら

メッセージを発信

⑥国、県プッシュ型支援物資・資機材の配分

計画の決定

・国から輸送される食料等の物資や、県から

プッシュ型で支援する物資、仮設トイレ・

段ボールベッド等の資機材の市町別配分

計画を決定

⑦県プッシュ型支援物資の調達

・３日目分として必要になる物資をプッシュ

型で支援するため、協定締結団体に対して

食料等の調達を要請
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災害対策本部体制 救助・救急活動 医療救護活動 避難者支援
道路・航路啓開、
ライフライン確保

避難所機能の確保

南海トラフ地震をはじめとする大規模地震　初動対応タイムライン

フェーズ２
 （６～12時間）

フェーズ３
 （12～24時間） ⑧広域支援ルートの啓開完了

・高速道路、自動車専用道路の概ねの啓開

完了

⑨定期的な活動調整会議の開催による

活動状況の共有

【開催時間】

早朝（現場での活動開始前）および夜

（現場での活動終了後）を基本として、

定例時刻を設定

【報告・共有事項】

・活動の進捗状況（活動予定）

・部隊、保有機材の状況

・要救助者の発見場所など救助の可能性が

高いエリア（重点捜索箇所）

・道路情報（社会基盤整備部隊から共有）

・各活動地域における活動中止基準

⑨医薬品、衛生材料等の調達

・災害薬事コーディネーターと連携し、

医薬品卸販売業者に対して医薬品等の

供給を要請

・県内における調達が困難な場合は、国

および他都道府県等に対して供給を要請

・供給される医薬品等を受け入れるための

県医薬品等集積施設を設置

⑧共通地図の作成による情報共有

・三重県防災地図の使用を基本とし、

活動調整会議にあわせて定期更新

【集約する情報】

・津波浸水、大規模火災等の全体状況

・出動部隊および配置

・孤立地域

・医療搬送等の要救助者情報

⑨緊急交通路の確保

・災害対策基本法第76条による県公安委員会

の緊急交通路の指定に基づき、緊急通行

車両以外の車両の通行を禁止または制限

（緊急交通路の通行可能が確認でき次第）

⑧広域医療搬送開始

・ＤＭＡＴ調整本部と連携し、広域医療搬送

対象患者を県内ＳＣＵへ搬送

・被災地外ＳＣＵへの搬送を国緊急災害対策

本部へ要請

④避難者の移送

・移送計画に基づき、安全な避難所へ

避難者を移送

⑭災害対策本部本部員会議

⑮報道機関を通じた県民への呼びかけ

⑯総括支援チーム派遣先の決定

・応援職員確保現地調整会議と協議し、

総括支援チームを派遣する市町を決定

⑤孤立地域への物資供給

・道路の寸断等により物資が調達できない

孤立地域に対して、ヘリコプターによる

輸送を基本に備蓄物資を供給

⑨避難所への一般職員・ＤＷＡＴ等の派遣

調整

・市町の人的支援ニーズに対応するため、

全国知事会や総務省等に対して、一般事務

職員にかかる応援を要請

・避難所における要配慮者の生活機能の低下

等を防止するため、協定等に基づき、災害

福祉派遣チーム（ＤＷＡＴ）等の派遣を

要請

⑩物資輸送手段の確保

・協定に基づき、トラック協会等に対して

県物資拠点から市町物資拠点へ輸送する

車両の手配を要請

⑫民間企業・団体からの支援受入れ調整

・民間企業や団体から支援の申し入れが

あった場合は、避難所におけるニーズ等を

ふまえ、受入れ体制を確認したうえで

マッチングを行う。

⑧避難生活の実態・ニーズの把握

・保健所単位等で実施される医療・保健関係

者による連携会議等を通じて、避難生活の

実態や支援ニーズを把握・被災者支援に

関する対策の検討

⑬自衛隊・海上保安庁に対する入浴等の

生活支援の要請

・自衛隊・海上保安庁に対して、入浴・

給食・給水等の被災者の生活支援の実施

を要請

⑪避難所における電源確保

・避難所における電源を確保するため、

協定に基づき、自動車販売店等に対して、

電動車両等の貸与を要請
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災害対策本部体制 救助・救急活動 医療救護活動 避難者支援
道路・航路啓開、
ライフライン確保

避難所機能の確保

南海トラフ地震をはじめとする大規模地震　初動対応タイムライン

フェーズ４
 （24～72時間）

津波警報等

解除と想定

⑩優先的に確保する海上輸送ルートの選定、

航路啓開作業開始

・津波警報解除後に、港湾等の被害調査を

実施したうえで優先順位を設定し、障害

物除去など航路啓開作業を開始

⑪被災地へのアクセスルートの啓開完了

・高速道路等から被災地へつながる主要

ルートの概ねの啓開完了

⑫重要施設へ燃料の臨時供給開始

・病院等の電力復旧まで非常用発電用の

燃料の臨時供給を実施

⑬被害が甚大な被災地内ルートの啓開完了

⑭海上輸送ルートの啓開完了

⑩保健医療活動チームの派遣

・急性期以降の災害医療体制の継続を

見込み、災害医療コーディネーター等

の助言のもと、保健医療活動チームの

派遣を調整

・ＤＭＡＴから保健医療活動チームへ

医療救護活動を引継ぎ

⑩救助・救急活動方針の見直し

・活動調整会議で共有される救助・救急活動

の進捗状況や救助機関の部隊派遣状況等を

ふまえ、必要に応じて、救助・救急活動

方針を見直し

⑰災害対策本部本部員会議

⑱報道機関を通じた県民への呼びかけ

⑲初動対応期以降の対策の検討

・被災者支援に関する対策を充実させるため

災害対策本部の活動方針を検討

④避難者の移送（フェーズ３から継続）

・移送計画に基づき、安全な避難所へ

避難者を移送

⑤孤立地域への物資供給

（フェーズ３から継続）

・道路の寸断等により物資が調達できない

孤立地域に対して、ヘリコプターによる

輸送を基本に備蓄物資を供給

⑭県プッシュ型支援物資の供給開始

・調達した支援物資を県物資拠点から市町

物資拠点へ輸送

⑮避難所への一般職員・ＤＷＡＴ等の派遣

・支援ニーズとのマッチングを行い、

各チームの派遣先を決定
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